
か お し ん

香りをめぐる新マナー
む こ う り ょ う

「無香料ポリシー」
む こ う り ょ う

無香料ポリシー （フレグランスフリー ポリシー）  とは
                                        

かお せいひん しよう ひか もと ほうしん

香りつき製品の使用を控えるように求める方針のことです。
ひとびと はいりょ けんこう あんぜん まも もくて どうにゅう

人々への配慮として、健康と安全を守る目的で導入されます。

カナダのポスター
This is a Scent Free Zone
（ここは無香料のエリアです）

かいがい かお はいりょ しゃかいてき みと

海外では、香りへの配慮が社会的に認められ、
こうきょうきかん いりょう がっこう しょくば かお ひか と く すす

公共機関・医療・学校・職場で「香りを控える取り組み」が進んでいます。

©香害を考えるやまがたの会

カナダ・アメリカ

北欧・EU諸国

せかい くうき す

世界では、きれいな空気を吸うことは
じんけん いちぶ かんが

人権の一部と考えられているよ。
にほん かお くうき もんだい

日本では、香りによる空気の問題は
じゅうぶん ひろ

まだ十分に広がっていないんだ。
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